
光産業創成大学院大学学生規則

第１章　趣旨

(趣旨)

第１条　この規則は、本学学生(以下｢学生｣という。)の行為等に関し、他に定めるもののほか、必要事項につい

て定める。

第２章　誓約書、保証書

(誓約書)

第２条　新たに学生となる者は、別記様式の誓約書に署名押印し、入学手続のときに学長に提出しなければなら

ない。

(保証書)

第３条　新たに学生となる者は、別記様式の保証書に保証人による署名押印後，入学手続のときに学長に提出し

なければならない。この場合、一般入学となった学生にあっては、別記様式　、企業に所属している学生にあ

っては、別記様式　によるものとする。

第３章　学生証

(学生証の所持)

第４条　学生は、学生証の交付を受け常に所持するとともに、本学職員から請求があったときは、これを提示し

なければならない。

２　学生証は、他人に貸与し、又は、譲渡してはならない。

３　学生証を所持しない者については、講義室、研究室、図書館等本学施設の使用を制限することがある。

(学生証の取扱い)

第５条　学生は、学生証を紛失したときは、直ちに届け出て、再交付を受けなければならない。

２　修了、退学等により学生の身分を失ったとき、又は有効期限が経過したときは、直ちに学生証を返還しなけ

ればならない。

第４章　健康診断

(健康診断)

第６条　学生は、本学が行う健康診断を受診しなければならない。

２　学生は、健康診断の結果に基づき、本学が行う保健衛生上の指導、指示に従わなければならない。

第５章　課外活動団体

(設立承認)

第７条　学生が、課外活動団体を設立しようとするときは、課外活動団体設立申請書を学長に提出し、承認を得

なければならない。ただし、団体の設立に当たっては、当該団体の活動を継続的に行うに足りる学生の構成員

を有し、教員のうちから顧問を定めなければならない。

２　前項によって承認された団体が、団体を継続使用としたときは、毎年度5月末までに、課外活動団体更新届

を学長に提出しなければならない。

(活動の停止又は解散)

第８条　団体が、次の各号の一に該当するときは、学長は、当該団体の活動停止又は解散を命ずることがある。

（１）光産業創成大学院大学学則(平成17年４月１日制定　以下｢学則｣という。)　又は諸規則に違反した活動

を行ったとき

（２）団体活動中に事故が発生するなど、団体の運営が円滑に行われなかったとき

（３）団体構成員が、不祥事に関係し、それが団体活動に密接な関係があったとき

（４）長期にわたって、団体活動が行われなかったとき

（５）団体活動が、本学の教育研究等の遂行に阻害を与え職員の指示に従わなかったとき

２　団体が、活動を停止又は解散するときは、速やかに、その旨を学長に届け出なければならない。

第６章　集会等

(集会の届出)
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第９条　学生又は学生の団体が、集会を開催しようとするときは、あらかじめ責任者を定め、開催の５日前まで

に、学生集会届を学長に提出し、承認を受けなければならない。

(集会の禁止又は解散)

第10条　前条により申請のあった集会が、次の各号の一に該当すると認められるときは、学長は、その集会の開

催について中止又は解散を命ずることがある。

（１）本学の教育研究等に支障があると認められるとき

（２）本学の施設･設備･環境を損なうと認められるとき

（３）集会の責任者又は、参加者が、学則又は諸規則に違反した行為を行ったとき

(募金･販売等)

第11条　学生又は学生の団体が、募金、販売等の金銭上の収受を伴う行為をしようとするときは、前２条の規定

を準用する。ただし、起業実践における事業運転資金の調達については除くものとする。

第７章　文書等の掲示

(文書の掲示・配布)

第12条　学生又は学生の団体が、学内において文書、ポスター、立看板等(以下｢文書等｣という。) を掲示又

は、配布しようとするときは、所定の場所に限り行うことができる。

２　文書等には、責任者の所属、学年、氏名及び掲示･配布年月日を記載しなければならない。

３　文書等の掲示又は配布時間は、原則として10日以内とし、当該責任者は、その期間が終了したときは、撤去

しなければならない。

第８章　諸施設の使用

(諸施設の使用)

第13条　学生又は学生の団体が、学内の他の施設を使用しようとするときは当該施設の利用に係る規定の定める

ところによるものとする。

附　則

　　この規則は、平成17年4月1日から施行する。

　　この規則は、平成24年4月1日から施行する。

https://www4.kitei-kanri.jp/d6f/gpi/admin/rule.php?action_previewbyid&id=34

